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II-1. 回答企業の属性 

（1）業種 

図表1：業種 （％）

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸・通信業

卸売・小売業・飲食店・宿泊業

金融・保険業

不動産業

サービス業

その他

不明

0.3

9.0

23.7

2.0

7.0

10.6

3.9

19.2

6.9

0.4

17.0

0% 10% 20% 30%

(n=1,450)

 

 
（2）企業規模（総社員数） 

図表2：総社員数 （％）

30～99人 100～299人 300～999人
1,000～
4,999人

5,000人以上 不明
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（3）事業所数 

図表3：事業所数 （％）

１ヶ所 ２ヶ所 ３ヶ所 ４ヶ所 ５ヶ所以上 不明
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（4）本社所在地 

図表4：本社所在地 （％）
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福島県
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II-2. 特別な休暇制度の有無 

 特別な休暇制度を現在導入している企業は 64.0%である。 

図表5：特別な休暇制度の有無 （％）

不明
0.0%

ない
36.0%

ある
64.0%

(n=1,450)

 
 
 特別な休暇制度の有無を総社員数別でみると、1,000 人以上の規模の企業では、9 割以上

が何らかの休暇制度を導入している。一方で、1,000 人未満の規模の企業では、「30～99 人」

で 54.3%、「100～299 人」で 68.3%、「300～999 人」で 80.1%となり、規模が小さい企業

ほど導入が進んでいない傾向がみられる。 

図表6：特別な休暇制度の有無・総社員数別 （％）

30～99人 (n=768)

100～299人 (n=356)

300～999人 (n=226)

1,000～4,999人 (n=78)

5,000人以上 (n=12)

54.3

68.3

80.1

94.9

91.7

45.7

31.7

19.9

5.1

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ある ない 不明
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 特別な休暇制度の有無は、業種ごとに差があり、「運輸・通信業」（40.6%）と「建設業」

（48.5%）は、導入している割合が 5 割未満である。それに対して、特に「金融・保険業」

（85.1%）、「電気・ガス・熱供給・水道業」（79.3%）、「不動産業」（78.9%）において特に

制度の導入率が高い傾向が見られる。

図表7：特別な休暇制度の有無・業種別 （％）

鉱業 (n=5)*

建設業 (n=130)

製造業 (n=343)

電気･ガス･熱供給･水道業 (n=29)

運輸・通信業 (n=101)

卸売･小売業･飲食店･宿泊業 (n=247)

金融・保険業 (n=154)

不動産業 (n=57)

サービス業 (n=278)

その他 (n=100)

60.0

48.5

63.0

79.3

40.6

85.1

78.9

62.9

73.0

40.0

51.5

37.0

20.7

59.4

36.8

14.9

21.1

37.1

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.2

ある ない 不明

注）図表中*印のついた属性はサンプル数が少ないため、参考値と考えるべきである。

 
 



 11 

II-3. 制度化されている特別な休暇（導入企業） 

 特別な休暇制度を導入している企業のうち、導入されている割合が高い制度は「裁判員

休暇」（62.4%）、「リフレッシュ休暇」（48.2%）、「病気休暇」（44.5%）である。その他の制

度は、導入されている割合が 15%未満に留まっている。 

図表8：制度化されている特別な休暇（導入企業） （％）
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 導入している特別な休暇制度を企業規模別でみると、企業規模に関わらず、「裁判員休暇」

の導入率がもっとも高い。また、「5,000 人以上」の企業では、「ボランティア休暇」の導入

が 72.7%、「自己啓発休暇」の導入が 45.5%であり、5,000 人未満の企業と比較して特に高

くなっている。 

図表9：制度化されている特別な休暇（導入企業）・総社員数別 （％）
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 導入している特別な休暇制度を有給・無給別にみると、特に「リフレッシュ休暇」（94.0%）、

「裁判員休暇」（81.5%）、「記念日休暇」（80.3%）において、有給としている企業の割合が

高い。 

図表10：制度化されている特別な休暇 有給／無給の割合 （％）

ボランティア休暇 (n=124)

学校行事休暇 (n=77)

リフレッシュ休暇 (n=447)

自己啓発休暇 (n=64)

ドナー休暇 (n=63)

裁判員休暇 (n=579)

病気休暇 (n=413)

記念日休暇 (n=127)

その他 (n=289)

75.0

61.0

94.0

53.1

66.7

64.9

80.3

81.3

20.2

35.1

43.8

30.2

15.2

28.8

15.0

9.7

4.8

3.9

3.1

3.2

3.3

6.3

4.7

81.5

3.4

9.0

2.7

有給 無給 不明
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II-4. 特別な休暇を導入したきっかけ（導入企業） 

 特別な休暇を導入している企業が休暇を導入したきっかけとして、半数程度の企業が「経

営陣の発案」（50.1%）を挙げている。 

図表11：特別な休暇を導入したきっかけ（導入企業）　複数回答 （％）

経営陣の発案

社員からの要望

同業他社の導入

厚生労働省の労働時間等見直しガイドライン

社労士、コンサルタントからの提案

その他

不明

50.1

27.0

24.6

14.7

8.0

1.9

18.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

(n=928)
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II-5. 特別な休暇制度を導入する際に調整した内容（導入企業） 

 特別な休暇制度を導入している企業が、導入する際に調整した内容をみると、「特に調整

したものはない」（41.7%）、「規定等制度の整備」（30.6%）が多くなっている。 

図表12：休暇を導入する際に調整した内容（導入企業） （％）

規定等制度の整備

従業員／労働組合との話し合い

経営陣などへの説得

中間管理職の理解

特に調整したものはない

その他

不明

30.6

14.8

7.7

1.5

41.7

2.4

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=928)
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II-6. 特別な休暇の取得促進に最も効果的なこと（導入企業） 

 特別な休暇制度を導入している企業が考える特別な休暇の取得を促進するために最も効

果的なことは、「職場の雰囲気、上司、同僚の理解」（37.3%）が高い。次いで、「経営陣に

よる休暇取得の奨励」（23.5%）と「休暇中の業務代替処理が可能な人事的余裕」（21.4%）

が高く、経営者、上司、同僚による理解の必要性が窺える。 

図表13：特別な休暇の取得促進に最も効果的なこと（導入企業） （％）

職場の雰囲気、上司、同僚の理解

経営陣による休暇取得の勧奨

休暇中の業務代替処理が可能な人事的余裕

管理職の実践

会社の一斉休業

社内報・ポスター・メール等での啓発

その他

不明

37.3

23.5

21.4

7.2

4.1

2.6

2.0

1.8

0% 10% 20% 30% 40%

(n=928)
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II-7. 特別な休暇の中で知っているもの（未導入企業） 

 特別な制度の中で認知度の高い制度は、「リフレッシュ休暇」（70.1%）と「裁判員休暇」

（68.0%）である。一方、「学校行事休暇」（7.9%）と「ドナー休暇」（5.9%）は 1 割未満と

なり、他の制度と比較して認知度が低い傾向が見られる。 

図表14：特別な休暇の中で知っているもの（未導入企業）　複数回答 （％）
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II-8. 特別な休暇の中で今後検討したいもの（未導入企業） 

 特別な休暇を導入していない企業において、今後導入を検討したい制度は、「裁判員休暇」

（48.9%）が最も多く、次いで「リフレッシュ休暇」（40.6%）であった。一方、導入を検

討したい制度が「ひとつもない」（18.6%）と回答する企業も 2 割近く見られ、積極的に導

入を検討していない企業の割合が多い傾向が見られる。 

図表15：特別な休暇の中で今後検討したいもの（未導入企業）　複数回答 （％）
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II-9. 特別な休暇導入で最も大変だと思うもの（未導入企業） 

 特別な休暇制度を導入していない企業が制度導入で大変だと感じるのは、「経営陣などへ

の説得」（43.5%）が最も高く、次いで「規定等制度の整備」（32.2%）である。半数近くの

企業が、経営陣への説得に対して負担感を感じていると言える。 

図表16：特別な休暇導入で最も大変だと思うもの（未導入企業） （％）

経営陣などへの説得

規定等制度の整備

中間管理職の理解

従業員／労働組合との話し合い

その他

不明

43.5

32.2

7.5

3.6

8.4

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=522)
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II-10. 特別な休暇の導入で効果が上がるもの 

 特別な休暇制度の導入により効果が上がると考えられているのは、回答企業全体では「社

員の勤労意欲の向上」（64.0%）が最も高く、次いで「企業の社会的責任」（46.1%）であっ

た。 
 制度の導入の有無別では、制度を導入している企業において、「効果があるとは思えない」

（休暇導入企業 6.6%、休暇未導入企業 13.6%）を除く全ての項目において、制度未導入企

業と比較して高い傾向が見られ、制度の効果を認識している傾向が見られる。 

図表17：特別な休暇の導入で効果が上がるもの　複数回答 （％）

全　体
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績
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II-11. 特別な休暇制度の導入を進めるのに重要なこと 

 特別な休暇制度の導入を進める上で重要なこととして、回答企業全体についてみると、

半数以上が「企業の経済的、人事的な余裕」（56.3%）と「職場の雰囲気、上司・同僚の理

解」（52.6%）を挙げている。 
 また、導入企業においては、「職場の雰囲気、上司・同僚の理解」（63.1%）が最も高いの

に対して、未導入企業においては、「企業の経済的、人事的な余裕」（61.1%）が最も高く、

制度導入を進めるのに重要なことに対する認識の違いが見られる。 

図表18：特別な休暇制度の導入を進めるのに重要なこと　複数回答 （％）

全　体

特別な休暇導入企業

特別な休暇未導入企業

企
業
の
経
済
的

、
人
事
的
な
余
裕

 
 
 
 
 
 
上
司
・
同
僚
の
理
解

職
場
の
雰
囲
気

、

休
暇
中
の
業
務
の
代
替
処
理

明
確
化

休
暇
が
企
業
に
与
え
る
メ
リ
ッ
ト
の

年
次
休
暇
の
取
得
促
進

労
働
組
合
や
従
業
員
か
ら
の
ニ
ー

ズ

残
業
の
削
減
／
業
務
量
の
見
直
し

勤
務
形
態
・
休
暇
の
多
様
化

助
成
金
・
補
助
金

育
児
・
介
護
の
支
援

他
社
の
実
施
事
例
の
周
知

社
員
の
能
力
開
発
の
支
援

そ
の
他

不
明

56.3 52.6
43.4

36.5
29.0

23.0 19.9 14.0 11.3 9.0 7.4
0.3 1.2

23.6

0%

50%

100%
(n=1,450)

(n=928)

(n=522)

53.7
63.1

43.4
33.7 32.0 27.0

20.4
10.9 14.4 9.6 7.7

0.4 0.9

29.0

0%

50%

100%

61.1

33.9
43.5 41.4

23.6
15.7 19.2 19.5

5.7 8.0 6.9
0.2 1.9

14.0

0%

50%

100%

 



 22 

II-12. 企業が実施している地域との交流 

 企業が実施している地域との交流は、「会社周辺の清掃」（42.1%）、「地域の祭りやイベン

トへの参加」（41.6%）の割合が高く、清掃やイベントを通して周辺地域との交流を図って

いる様子が見られる。 

図表19：企業が実施している地域との交流　複数回答 （％）
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30%

40%
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II-13. 犯罪被害者のための休暇制度の認知度について 

 犯罪被害者のための休暇制度を「知っている」企業の割合は、10.3%とわずかに 1 割を超

える程度である。 

図表20：犯罪被害者のための休暇制度の認知度について （％）

不明
0.5%

知っている
10.3%

知らない
89.2%

(n=1,450)

 
 
 犯罪被害者のための休暇制度の認知度を企業規模別でみると、「5,000 人以上」（25.0%）

の企業で最も高い。一方、規模が「100～299 人」（7.3%）の企業で１割を下回り、最も低

くなっている。 

図表21：犯罪被害者のための休暇制度の認知度について・総社員数別 （％）

30～99人 (n=768)

100～299人 (n=356)

300～999人 (n=226)

1,000～4,999人 (n=78)

5,000人以上 (n=12)

9.1

7.3

15.9

19.2

25.0

90.2

92.7

84.1

79.5

75.0

0.7

0.0

0.0

1.3

0.0

 知っている  知らない 不明
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 犯罪被害者のための休暇制度の認知度を業種別でみると、2 割を超えるのは「不動産業」

（21.1%）のみで、業種に関わらず犯罪被害者の認知度が低い傾向が見られる。 

図表22：犯罪被害者のための休暇制度の認知度について・業種別 （％）

鉱業 (n=5)*

建設業 (n=130)

製造業 (n=343)

電気･ガス･熱供給･水道業 (n=29)

運輸・通信業 (n=101)

卸売･小売業･飲食店･宿泊業 (n=247)

金融・保険業 (n=154)

不動産業 (n=57)

サービス業 (n=278)

その他 (n=100)

20.0

7.7

7.9

10.3

5.9

16.9

21.1

8.6

16.0

80.0

92.3

91.5

89.7

94.1

89.1

83.1

78.9

91.0

83.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.4

1.0

10.1

 知っている  知らない 不明

注）図表中*印のついた属性はサンプル数が少ないため、参考値と考えるべきである。
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II-14. 犯罪被害者のための休暇制度を導入すべきという意見に対する認知度 

 犯罪被害者のための休暇制度を導入すべきという意見を「知っている」のは 8.1%に留ま

り、9 割以上は「知らない」と回答している。 

図表23：犯罪被害者のための休暇制度を導入すべきという意見に対する認知度 （％）

不明
0.9%

知らない
91.0%

知っている
8.1%

(n=1,450)

 
 
 企業規模別にみると、「知っている」割合は「100～299 人」（5.3%）で最も低く、「5,000
人以上」（25.0%）で最も高い。 

図表24：犯罪被害者のための休暇制度を導入すべきという意見に対する認知度・総社員数別 （％）

30～99人 (n=768)

100～299人 (n=356)

300～999人 (n=226)

1,000～4,999人 (n=78)

5,000人以上 (n=12)

6.9

5.3

13.3

15.4

25.0

92.2

94.1

86.3

83.3

75.0

0.9

0.6

0.4

1.3

0.0

 知っている  知らない 不明
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 業種別にみると、「知っている」割合は、「不動産業」（15.8%）と「金融・保険業」（13.6%）

と「電気・ガス・熱供給・水道業」（10.3％）を除く全て業種において、1 割を下回ってい

る。 

図表25：犯罪被害者のための休暇制度を導入すべきという意見に対する認知度・業種別 （％）

鉱業 (n=5)*

建設業 (n=130)

製造業 (n=343)

電気･ガス･熱供給･水道業 (n=29)

運輸・通信業 (n=101)

卸売･小売業･飲食店･宿泊業 (n=247)

金融・保険業 (n=154)

不動産業 (n=57)

サービス業 (n=278)

その他 (n=100)

20.0

6.2

6.4

10.3

4.0

13.6

15.8

6.8

10.0

80.0

93.8

92.4

89.7

96.0

89.9

86.4

84.2

92.4

90.0

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.7

0.0

8.1

 知っている  知らない 不明

注）図表中*印のついた属性はサンプル数が少ないため、参考値と考えるべきである。  
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II-15. 犯罪被害者のための休暇制度に対する要望について 

 従業員から犯罪被害者のための休暇制度導入の要望があった企業は、全体の 0.1%と 1%
にも満たない状況である。 

図表26：犯罪被害者のための休暇制度に対する要望について （％）

あった
0.1

不明
0.6

ない
99.3

(n=1,450)

 

図表27：犯罪被害者のための休暇制度に対する要望について・総社員数別 （％）

30～99人 (n=768)

100～299人 (n=356)

300～999人 (n=226)

1,000～4,999人 (n=78)

5,000人以上 (n=12)

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

99.3

99.7

99.6

100.0

91.7

0.7

0.0

0.4

0.0

8.3

あった ない 不明
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II-16. 犯罪被害者のための休暇制度の導入について 

 犯罪被害者のための休暇制度を「導入している」企業は 0.3%、「導入予定である」企業は

0.6%であり、「導入しておらず、導入予定もない」企業が 99%近くを占めている。 

図表28：犯罪被害者のための休暇制度の導入について （％）

不明
0.3%

導入しておらず、導
入予定もない

98.8%

導入している
0.3%

導入予定である
0.6%

(n=1,450)

 
 企業規模別に導入状況をみると、「30～99 人」規模の企業が「導入している」（0.4%）ま

たは「導入予定である」（1.0%）で最も高かった。 

図表29：犯罪被害者のための休暇制度の導入について・総社員数別 （％）

30～99人 (n=768)

100～299人 (n=356)

300～999人 (n=226)

1,000～4,999人 (n=78)

5,000人以上 (n=12)

0.3

0.4

98.3

99.7

99.6

100.0

100.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

1.0

 導入している  導入予定である  導入しておらず、導入予定もない 不明
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 業種別に導入状況をみると、「運輸・通信業」（導入している 1.0%、導入予定である 2.0%）

が最も高かった。 

図表30：犯罪被害者のための休暇制度の導入について・業種別 （％）

鉱業 (n=5)*

建設業 (n=130)

製造業 (n=343)

電気･ガス･熱供給･水道業 (n=29)

運輸・通信業 (n=101)

卸売･小売業･飲食店･宿泊業 (n=247)

金融・保険業 (n=154)

不動産業 (n=57)

サービス業 (n=278)

その他 (n=100)

0.3

1.1

1.0

100.0

99.2

99.7

100.0

97.0

98.4

100.0

98.2

98.6

99.0

1.8

1.0

0.8

0.8

2.0

 導入している  導入予定である  導入しておらず、導入予定もない

注）図表中*印のついた属性はサンプル数が少ないため、参考値と考えるべきである。
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II-17. 犯罪被害者のための休暇制度を導入する理由（導入済みまたは導入予定企業） 

 犯罪被害者のための休暇制度の導入する理由として「従業員の意欲向上につながるため」

（10 社）を選択した企業が最も多い。 

図表31：犯罪被害者のための休暇制度を導入する理由（導入済みまたは導入予定企業）　複数回答

従業員の意欲向上につながるため

既存の休暇制度だけでは対応できないため

企業のイメージアップにつながるため

その他

不明

10

6

3

3

1

 0社  5社  10社

(n=13)

注）対象となるサンプル数が13と少ないため、実数でグラフを作成している。
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II-18. 犯罪被害者休暇を導入しない理由（導入予定のない企業） 

 犯罪被害者休暇を導入していない企業の 5 割以上、導入しない理由として「既存の制度

で対応できるため」（50.7%）を選択している。 

図表32：犯罪被害者休暇を導入しない理由（導入予定のない企業）　複数回答 （％）

既存の休暇制度で対応できるため

従業員が犯罪等の被害に遭った場合に
個別に対応する予定であるため

どのような制度を導入したらよいか分からないため

休暇中の業務の処理ができないため

その他

不明

50.7

45.5

29.7

3.1

5.4

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

(n=1,433)
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II-19. 平成 21 年度に犯罪被害に遭った労働者の有無 

 平成 21 年度に犯罪被害にあった従業員が「いた」と回答した企業は全体の 1.4%であり、

「分からない」と回答する企業は 12.8%と 1 割以上見られる。 

図表33：平成21年度に犯罪被害に遭った労働者の有無 （％）

分からない
12.8%

不明
0.6%

いない
85.2%

いた
1.4%

(n=1,450)

 
 
II-20. 既存の休暇では足りない犯罪被害の事例 

 Ⅱ-19 で「いた」と回答した企業のうち、既存の休暇制度で対応できない犯罪被害の事例

が「あった」と回答した企業は 4 社あった。 

図表34：既存の休暇では足りない犯罪被害の事例

ない
16社

あった
4社

不明
0社分からない

0社

(n=20)

注）対象となるサンプル数が20と少ないため、実数でグラフを作成している。
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II-21. 犯罪被害者のための休暇制度についての認知度と導入状況（時系列） 

 
 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 
調査時期 平成 18 年 4

月 1 日 
平成 19 年 4
月 1 日 

平成 20 年 4
月 1 日 

平成 21 年 4
月 1 日 

平成 22 年 4
月 1 日 

調査対象 従業員 30 人

以上の企業

7,000 社 

同左 同左 同左 同左 

回収実績 
（回収率） 

1,813 社 
（25.6%） 

2,261 社 
（32.3%） 

2,286 社 
（32.7%） 

904 社 
（10.5%） 

1,450 社 
（20.7%） 

犯罪被害者

のための休

暇制度の認

知 

10.8% 10.1% 14.0% 7.9% 8.1% 

導入状況 導入済 0.2% 
予定有 1.3% 
合計 1.5% 

導入済 0.1% 
予定有 1.5% 
合計 1.7% 

導入済 0.0% 
予定有 2.9% 
合計 3.0% 

導入済 0.3% 
予定有 1.4% 
合計 1.8% 

導入済 0.3% 
予定有 0.6% 
合計 0.9% 

 




